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☆南米各国の知的財産制度
　−第１回−　ブラジル（上） ……………… ⑴

１　はじめに
本稿は南米各国の知的財産制度について、複数回

に分けて紹介するものである。今回はブラジルの知
的財産制度のうち、特許制度、実用新案制度、意匠
制度を中心に解説する。

２　総論
ブラジルでは、1830年に初の特許法が制定された。

それまでは、1809年４月28日に制定された許可法
（Warrant）により、新しい機械又は技術上の発明な
どの発明者に対して暫定的な特権が付与されていた。
1844年には、包括的な工業所有権法が導入され、特
許、実用新案、意匠が保護された。その後、数々の
産業財産法が制定され、1994年12月30日に施行され
た産業財産法では、TRIPS協定と整合するように制
定された。その後、2021年９月２日施行の改正法で
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